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監査の結果に基づいて講じた措置 

監査対象部局 四日市港管理組合 実施年月日 平成２６年９月１７日、１８日 

監査の結果 講じた措置（処理状況） 

（１）備品の管理体制 

備品については、毎年 3月末日時点で各担当課において、使用状況・

稼働状況・安全性・破損の有無・劣化状況等について現物実査を行い記

録を残すこと。加えて会計管理者は 5％以上を目安に抽出実査を行うよ

う努められたい。また、公印及び金庫等の鍵の日常管理を徹底し、事故

等の起こりにくい状況を作り上げていくことに一層留意すること。 

組合財産管理の責任遂行の証明と職員の事故予防は管理の重要ポイ

ントであることを再認識すること。 

 

（１）備品の管理体制 

備品の管理については、平成 23年度から出納室が年 1回行う実地検

査（8～9月）前までに各所属において「物品管理状況一覧表」を作成

し、これにより所属長が自己検査を行っているところですが、監査委

員の意見を踏まえ、今年度から自己検査の時期を 3 月末日時点に変更

することとします。会計管理者（出納室）としては、各所属から「物

品管理状況一覧表」の写しを提出させ、この中から 5％以上の抽出検

査を行うこととします。 

また、公印の管理については、勤務時間中であっても、他者から容

易に認知できる場所に置かないよう、公印取扱主任者が保管し、使用

の必要がある都度、保管場所から取り出して使用することとしました。 

  金庫等の鍵の管理については、勤務時間中は総務・調整担当副課長

が、保管場所に確かに保管されているか定期的に確認することとしま

した。 

（２）時間外勤務及び職員の健康管理について 

職員の時間外勤務について、管理組合においては突出した時間外勤務

は見受けられないが、管理職は業務遂行でのケアとあわせて、職員の生

活面・メンタル面も含めた健康管理に注意を払うこと。また、産業医等

への相談しやすい環境づくりにも留意されたい。 

 

（２）時間外勤務及び職員の健康管理について 

  管理組合では、職員一人ひとりの仕事と生活の両立の実現を図るた

め、「ワーク･ライフ･マネジメント」の考え方を踏まえ総勤務時間縮減

の取組を実施し、管理職は時短を意識したマネジメントを積極的に行

っているところです。 

  また、メンタルヘルスケアにつきましては、毎年度全職員を対象と

した研修を行っており、管理職だけでなく、一般職員も含めて健康管

理に注意を払うよう心がけているところです。 

さらに、産業医への相談については、1 ヶ月の時間外勤務時間数が

80 時間以上の過重労働者だけでなく、80時間未満であっても前月以前

と比較して著しく増加している職員につきましては、面接指導を勧奨

しているところです。 
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（３）コンプライアンスの徹底について 

コンプライアンスについては、公用車の車検切れ・運転免許の所持状

況等に係るコンプライアンス違反が他の公共団体で見受けられる。管理

組合においても定期的に点検するなどして、その徹底を図ること。 

 

 

（３）コンプライアンスの徹底について 

公用車の車検満了期間の確認については、所有する車両の情報に関

する一覧表を作成し、車検切れがないよう適切に管理をしています。 

また、職員の運転免許の所持状況及び有効期限の確認については、

平成 26 年 8 月に、すべての職員に対して実施したところ、全員が問題

ありませんでした。今後は、毎年度初めに職員の運転免許の所持状況

等についての確認を行っていきたいと考えます。 

今後とも監査委員の意見を踏まえ、コンプライアンス意識を持って、

適切に業務を遂行したいと考えます。 
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監査の結果に基づいて講じた措置 

監査対象部局 四日市港管理組合経営企画部総務課 実施年月日 平成２６年９月１７日 

監査の結果 講じた措置（処理状況） 

【総務課・振興課・港営課・整備課・施設保全課 共通事項】 

（１）委託業務の確認等について 

委託業務については、各担当課において、契約条項の精査を徹底し、

法的に不備のないように努められたい。また、委託業務の見直しや、有

効性・妥当性確保のための原価分析と価格引下げにも努めること。 

日常の業務管理については、仕様書との対比を軸に業務の検査を行

い、記録を残すことにより委託業務の適正な執行や業務の更なる改善、

事故の防止などに努めること。 

 

【総務課・振興課・港営課・整備課・施設保全課 共通事項】 

（１）委託業務の確認等について 

県民・市民や港湾を利用する皆さんから信頼され、安心して管理組

合の運営を任せていただけるよう、業務の執行にあたっては、日頃か

らコンプライアンスの意識を持ち、チェックを行い取り組んでいると

ころです。 

特命随意契約業務を含む全ての委託契約業務については、契約ごと

に担当者が定期的に現場確認や書類審査等を行い、仕様書に基づき適

正に行われているかどうかをチェックしており、所属長・上司による

抽出検査も実施しているところです。 

これまで以上に上司・担当間のチェック体制を徹底させ、業務の更

なる改善に努めるとともに、受託業者の業務に対する意識強化を図り

ます。 

（１）職員の任用について 

四日市港管理組合の職員構成については、国、三重県及び四日市市か

らの派遣職員が全体の約 4分の 3を占めており、プロパー職員の比率は

約 4分の 1である。しかし、県・市派遣の職員は数年で人事異動がある

ことを考えると、四日市港管理組合を将来にわたり継続的に支えていく

プロパー職員の果たす役割は非常に重要である。今後も全体の年齢バラ

ンス等を考慮し、人材育成の観点も見据えプロパー職員の適切な採用や

人事配置に努められたい。 

 

（１）職員の任用について 

プロパー職員が有する専門的な知識や能力を港湾業務全般で活用し

ていくことは、今後ますます重要になっていくと考えています。 

こうしたことから、プロパー職員の採用については、中期的な観点

から職員構成や職員配置、採用のあり方について検討し、プロパー職

員を増員するため、平成 24 年度から計画的な採用を始め、平成 25 年

度には航海士を 1名採用し、平成 25年度は退職者補充にかかる機関士

の採用試験を行い今年度 1 名採用しました。さらに、今年度も採用試

験を実施し、機関士 2名を採用したところです。 

一方、プロパー職員の人材育成については、職員に幅広い経験を積

ませるため、今までに港営課以外の所属（総務課など）への配置や県

市への研修派遣を行ってきました。県市への研修派遣については、職

員の採用ができていなかったため、平成 23 及び 24 年度は休止をして

いましたが、平成 25 年度に再開し、県防災対策部に派遣しています。 

また、管理職への登用については、職員の能力に応じた任用に努め

ているところであり、今年度については 2名任用しました。 

今後も、職場内外において、人材育成を進めるとともに、管理職へ

の登用については、能力に応じた任用に努めたいと考えます。 
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監査の結果に基づいて講じた措置 

監査対象部局 四日市港管理組合経営企画部総務課 実施年月日 平成２６年９月１７日 

監査の結果 講じた措置（処理状況） 

（２）工事・委託契約の入札情報について 

公共工事等の入札・契約制度については、三重県に準じて要綱・要領

の改正を行い、それらに基づいて処理がされている。今後も、県の動向

に注意を払いつつ、競争性・公平性を十分確保するとともに、入札につ

いては、より広く関係者に入札情報を提供できるよう、より効果的な方

法を検討すること。 

 

（２）工事・委託契約の入札情報について 

公共工事等の入札・契約制度については、三重県に準じて、随時制

度の改善を進めてきたところです。 

  引き続き入札における競争性・公平性の確保に努めるとともに、入

札情報の提供方法については、他団体の取組を参考にしながら、より

効果的な方法を検討していきます。 

（３）貸与品の管理について 

作業着等転用や換金が容易な貸与品については、未使用品等在庫物品

の日々の入出庫確認や月末時在庫実査などの厳重な管理を再徹底する

こと。加えて、上司による抽出実査を実施されたい。 

 

（３）貸与品の管理について 

個々の職員への貸与品を除く被服（貸与していない被服を含む。）の

管理については、常時施錠している部屋に保管しているところですが、

監査委員の意見を踏まえ、受入数と払出数について保管簿等で管理を

行い、常に在庫実数と保管簿上の保管数との整合性が保たれるように

厳重な管理を徹底することとしたいと考えます。 

（４）予算・実績差異分析 

予算・実績差異分析については、不用額の発生要因を分析し検証す

ることで、その減少に努めること。（平成 25年度決算審査意見書参照） 

 

（４）予算・実績差異分析 

予算の執行にあたっては、計画的・効率的な執行に努めているとこ

ろであり、適時・的確な予算措置を講じていきます。 

  不用額については、発生要因の分析等を行っているところですが、

業務の効率化や入札差金などの職員の節減努力等によるものを除いて

は極力発生を抑えるよう、より一層予算の精度を向上させることに努

めていきます。 
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監査の結果に基づいて講じた措置 

監査対象部局 四日市港管理組合経営企画部企画課 実施年月日 平成２６年９月１８日 

監査の結果 講じた措置（処理状況） 

（１）港湾運営の民営化について 

特例港湾運営会社化による、管理組合にとってのコストメリットやサ

ービス活動の改善度などを常に把握できるシステムを導入し、監視・牽

制を継続する必要がある。加えて、特例港湾運営会社そのものの生産性

や収益性などの経営状態の把握に努め、健全経営へのケアにも注意を払

うこと。 

 

 

（１）港湾運営の民営化について 

  当管理組合は、特例港湾運営会社として指定を受けた「四日市港埠

頭株式会社」に対し、12.5％の出資を行っており、また、当管理組合

常勤副管理者が代表取締役、経営企画部長が監査役として役員に選任

されています。 

このため、役員会への出席、議案承認（不承認）、各期末決算など、

重要事項の確認などに出資者及び役員としての立場で関与していくこ

とで、管理組合としての意思反映や経営状況の把握等に努めます。 

 

（２）統計調査データの活用について 

コンテナ貨物流動調査等の統計データについては、戦略的に分析し関

係課にフィードバックすることにより、今後のポートセールスなどに活

用させ、各課を支援できるよう努められたい。 

 

（２）統計調査データの活用について 

  統計データについては、申告義務者から港湾各種データの提供を頂

いた後、毎月資料としてとりまとめ、管理組合の全部課長以上が出席

する会議において最新状況を周知発表しています。 

  また、ポートセールス、航路誘致、港湾整備担当へは、その時々の

ニーズに合わせたデータ、資料を提供しており、今後も継続して支援

を行っていきます。 

  また、コンテナ貨物流動調査のデータについては、詳細かつ戦略的

な分析に基づく報告書を作成するため、業務委託を行っているところ

であり、その分析を踏まえ、今後のポートセールスに活用していきま

す。 
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監査の結果に基づいて講じた措置 

監査対象部局 四日市港管理組合経営企画部振興課 実施年月日 平成２６年９月１８日 

監査の結果 講じた措置（処理状況） 

【総務課・振興課・港営課・整備課・施設保全課 共通事項】 

（１）委託業務について 

委託業務については、各担当課において、契約条項の精査を徹底し、

法的に不備のないように努められたい。また、委託業務の見直しや、有

効性・妥当性確保のための原価分析と価格引下げにも努めること。 

日常の業務管理については、仕様書との対比を軸に業務の検査を行

い、記録を残すことにより委託業務の適正な執行や業務の更なる改善、

事故の防止などに努めること。 

 

【総務課・振興課・港営課・整備課・施設保全課 共通事項】 

（１）委託業務について 

展望展示室の管理運営委託について、人件費の高騰等の問題もありま

すが、体制や開館日数等の見直しを含めて、価格上昇の抑制に向けた検

討を行っていきます。 

また日常の業務管理について、執務日誌の確認を行うほか、職員が出

退勤時における事務連絡や現場確認によって牽制を行うなど、委託業務

の適正な執行と事故の防止等に努めています。 

（１）ポートセールスについて 

平成 25 年の外貿コンテナ貨物取扱量は約 19万 4千 TEU で、過去最高

の結果となった。しかし、県内企業の四日市港利用率は約 3割という状

況が続いている。今後は、具体的な営業目標を定め、効果的なポートセ

ールスを実施するよう努められたい。 

 

（１）ポートセールスについて 

5 年毎に実施されている「全国輸出入コンテナ貨物流動調査」の 2013

年度の結果によると、県内企業の四日市港利用率は 31.6％となり、前

回実施した 2008 年度の 28.8％から着実に伸びています。今後も県内

利用率を高めるためには、航路数を増やすなど、荷主の利便性を更に

高めながら、広く利用優位圏貨物の集荷拡大を図っていきます。 

  昨年度から、企業訪問目標件数を定めるだけでなく、四日市港説明

会や四日市港見学会の開催、メッセへの出展を同一地域で関連付けて

実施するなど、戦略的にポートセールスを行っています。 

今後も効果的なポートセールスを実施し、県内企業の利用率向上に

努めていきたいと考えています。 
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監査の結果に基づいて講じた措置 

監査対象部局 四日市港管理組合経営企画部振興課 実施年月日 平成２６年９月１８日 

監査の結果 講じた措置（処理状況） 

（２）展望展示室について 

ポートビル 14 階の展望展示室については、展示施設の老朽化ととも

に目新しさが薄れつつあることが懸念される。ナビゲーションシアター

などの既存展示施設については何らかの改修を行うことにより今後の

活用を工夫されたい。加えて、近年の工場夜景ブームを利用するなどし

て有料入場者数の増加による収入増に努められたい。 

 

（２）展望展示室について 

 ナビゲーションシアターのジオラマについては、予算上の都合もあり

映像の更新時に連動を止めています。ジオラマは港と背後地を効果的に

紹介することができる設備であり、映像と連動しなくても来館者が理解

を深めることができるような改修を検討していきます。 

また、展望展示室の新たな活用方法として、県民・市民による企画事

業が可能となるよう検討してまいります。 

 このほか、展望展示室は地上 90 メートルからの眺望を楽しむことがで

きる施設であり、コンビナート夜景を高所から間近に一望できる全国に

数少ない施設であることを活かして、市や観光協会等と連携しつつ、有

料入場者数の増加に努めてまいります。 

 

（３）親しまれるみなとづくり 

親しまれるみなとづくりについては、様々な広報活動やイベントを

通じ集客を図っているが、現状では十分な効果がでているとは言いが

たい。 

親しまれるみなとづくりのイメージの見直しを含め、県民・市民が行

ってみたいと思う、「明るく、楽しい、魅力あるみなとづくり」を目指

して改善に取り組まれたい。 

 

（３）親しまれるみなとづくり 

これまで県民・市民の皆様に対して、話題づくり・接点づくりや情報

提供などを通じて「親しまれる港づくり」に取り組んできたところです。 

 展望展示室については、音楽や絵画など文化活動の発表の場を設ける

などにより、話題性の創出と入館者増を図るほか、当組合主催の「みな

と講座」受講生の活用を検討していきます。 

 このほか、旧港周辺の施設や当組合の管理する公園・緑地について、

学校園による野外活動や、趣味のサークル等の活動に広く利用していた

だけるよう働きかけていくなど、今後は県民・市民の手による「親しま

れる港づくり」が進展していくよう、取り組みを進めてまいります。 
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監査の結果に基づいて講じた措置 

監査対象部局 四日市港管理組合経営企画部港営課 実施年月日 平成２６年９月１７日 

監査の結果 講じた措置（処理状況） 

【総務課・振興課・港営課・整備課・施設保全課 共通事項】 

（１）委託業務について 

委託業務については、各担当課において、契約条項の精査を徹底し、

法的に不備のないように努められたい。また、委託業務の見直しや、有

効性・妥当性確保のための原価分析と価格引下げにも努めること。 

日常の業務管理については、仕様書との対比を軸に業務の検査を行

い、記録を残すことにより委託業務の適正な執行や業務の更なる改善、

事故の防止などに努めること。 

 

【総務課・振興課・港営課・整備課・施設保全課 共通事項】 

（１）委託業務について 

 委託業務については契約条項の精査を行い、法的な不備がないことを

確認するとともに、内容の見直しを行い、より有効性の高い業務内容へ

と改善を行い、それにより価格の引き下げに努めます。 

 委託業務の検査については、契約ごとに作成したマニュアルや仕様書

に基づき担当者が定期的に現場確認や書類検査等を行い、適正に業務が

行われているかどうかをチェックしており、所属長・上司による抽出検

査も実施しているところです。 

 これまで以上にチェック体制を強化し、業務の更なる改善に努めると

ともに、受託業者の業務に対する意識強化と事故の防止に努めます。 

（１）使用料計算の原価分析について 

入港料や岸壁・さん橋等使用料の計算にあたっては、必要原価（減価

償却費・人件費・修繕費など）の積算に基づく使用料（＝要回収額）と

経営戦略上設定している使用料を明示し、その考え方を、職員はじめ県

民・市民にもわかりやすく説明できるようにして、全員理解・全員参加

の組合経営を期されたい。また、担当職員の一人一人がその原価分析の

内容を理解することにより、さらに合理的な業務改革やより競争力のあ

る料金サービスの導入も検討すること。 

 

（１）使用料計算の原価分析について 

 港湾施設使用料（料率）については、定期的（概ね 3 年周期）に見直

しを行っていますが、今後も引き続き、経営の健全性の維持とともに、

港湾競争力の向上・港湾振興のため、効果的な使用料の設定に向けて取

り組みます。 

 料金の設定については、その根拠を明確にし、職員一人一人がその考

え方を理解することで、更なる業務改善に努めるとともに、県民・市民

にもわかりやすく説明できるよう取り組みます。 
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監査の結果に基づいて講じた措置 

監査対象部局 四日市港管理組合経営企画部整備課・施設保全課 実施年月日 平成２６年９月１７日 

監査の結果 講じた措置（処理状況） 

【総務課・振興課・港営課・整備課・施設保全課 共通事項】 

（１）委託業務について 

委託業務については、各担当課において、契約条項の精査を徹底し、

法的に不備のないように努められたい。また、委託業務の見直しや、有

効性・妥当性確保のための原価分析と価格引下げにも努めること。 

日常の業務管理については、仕様書との対比を軸に業務の検査を行

い、記録を残すことにより委託業務の適正な執行や業務の更なる改善、

事故の防止などに努めること。 

 

【総務課・振興課・港営課・整備課・施設保全課 共通事項】 

（１）委託業務について 

 四日市港環境調査や防潮扉等の点検業務などの委託業務について、

管理組合の関係規則等に基づき担当者が契約条項の精査を実施すると

ともに、委託業務の有効性・妥当性を確保するため業務や仕様書の内

容等について必要に応じて見直しを行ってまいります。 

また、日常の業務管理については、受託業者との打合せや業務履行

現場での立会い等を通して、仕様書に基づき適正に業務が履行されて

いるかを確認するとともに、打合せ記録簿等に記録を残すことで業務

の適正な執行や更なる改善等に努めていきます。 

（１）岸壁の整備の優先順位について 

岸壁等の港湾施設については、老朽化が著しいことから、構成団体で

ある県、市とも相談し、経年数順や破損・危険レベル順などで優先順位

を決定し、早急かつ計画的に整備を進められたい。 

 

（１）岸壁の整備の優先順位について 

 港湾施設の老朽化対策としては、施設の利用頻度や、老朽化の程度

（劣化や危険性の程度）及び施設の使用が制限されたときの代替施設

の確保の困難さ等をもとに重要性・優先順位を設定するとともに、損

傷が深刻化してから修繕を行う「事後保全型」に替えて損傷が深刻化

する前に修繕する「予防保全型」を基本とすることでライフサイクル

コストの削減や維持補修コストの平準化を図れることから、施設毎に、

順次、維持管理計画を策定のうえ計画的な修繕による施設の機能維持

に取り組んでいきます。また、老朽化施設の全ての保全を図ることは

困難であることから、施設の廃止や利用転換も視野に入れるとともに、

県市の理解のもと、財源等の施設保全に必要な経営資源の確保に努め、

老朽化対策を計画的に進めます。 

 

 

 

 



 10 

監査の結果に基づいて講じた措置 

監査対象部局 四日市港管理組合経営企画部整備課・施設保全課 実施年月日 平成２６年９月１７日 

監査の結果 講じた措置（処理状況） 

（２）緑地施設の維持管理費について 

緑地施設の維持管理については、電気・水道料金等一般経費のみで年

間約 1,000 万円かかっており、中身を精査のうえ、委託料引下げや維持

方法の改善などを行い、年間経費の節減に努めること。 

 

（２）緑地施設の維持管理費について 

 緑地施設（緑地、公園）に係る維持管理費は、植栽管理（芝刈り、

除草、剪定等）、遊具類・トイレ等の設備の点検・補修及び清掃（対象

に公園池を含む）に係る委託等費用の他、照明灯、トイレ及び噴水等

の設備に係る電気・水道等の料金で構成されています。 

本件費用については、これまで、健全な芝生管理や利用者の衛生面・

安全面に配慮のうえ、植栽管理における NPO 法人の活用や可能な範囲

内での管理組合職員直営による剪定等の実施、並びに、照明灯及び噴

水等の動作の時間や規模等の見直し等により、圧縮に努めてきました。   

今後も、このような取組を継続するとともに、当施設に必要な機能

の水準を見極めながら、植栽管理の規模や電気・水道関連施設の運用

方法等の見直しを通じ、経費節減に努めます。 

 


